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１ 公益法人改革の経緯 

  技術士試験の実施と登録を主務官庁―文部科

学省―から委託されている社団法人・日本技術士

会は今大きな改革の時期を向かえている。政府は

平成14年3月「公益法人制度の抜本的改革に向け

た取り組みについて」を閣議決定し、公益法人制

度について見直しを行うことを発表した。 

 平成15年6月「基本方針」を決め、11月には

「有識者会議」を設置し、平成16年末までに新し

い非営利法人制度の枠組みを具体化し、17年度中

には法制上の措置が講ぜられる予定である。 

 わが国において民法が施行されてからすでに

100年以上経過し、特に1960年以降の産業、経済

の発展につれて法律が有効に追随しておらず、適

切に見直されていない、と言う意見が多い。すな

わち制度疲労の状態と言われる所以である。 

 平成 13 年に内閣府官房の中に行政改革推進事

務局が設けられ、特殊法人、公務員制度、行政委

託型公益法人等それぞれを担当する改革推進室が

置かれている。この中の行政委託型公益法人等改

革推進室は例えば｢資格付与｣について｢受験者の

負担を可能な限り軽減する方向で検討すること｣

等具体的に指示している。 

 行政改革は郵政三事業だけでなく、我々の身の

回りの大事な所で改革の大枠が組み立てられてい

る。すでに技術士会執行部は平成18年度通常国会

に提出される予定の新公益法人制度に対応する検

討を行なっている由である。 

 

２ 公益法人改革の視点と課題 

 行政改革推進事務局が公益法人の改革すべき諸

問題を整理し、課題としてあげているのが次の七

項目である。 

（１）「公益」の範囲、「公益性」の判断 

（２）公益法人の設立許可 

（３）主務官庁の指導監督 

（４）公益法人の機関・組織、ガバナンス･規律の   

在り方、監査等 

（５）公益法人のディスクロージャー 

（６）公益法人に対する税制 

（７）公益法人から中間法人・営利法人への移行 

このうち当方に関連のある項目は（１）（３）（４）

（５）（６）である。 

 また総務省では広報誌に「公益法人に関する年

次報告」を掲載しているが平成16年度国所管法人

に対する立ち入り検査の結果「主な指摘事項」と

して次のように報告している。 

 ・事務処理規程が整備されていない。 

 ・計算書類に必要な注記がない。 

 ・内部留保の水準が高い。 

これらを見ると公益法人自身の改革すべき視点が

明らかである。 

３ 新たな非営利法人制度 

 制度疲労を起こしていると言われる現行の非営

利法人制度には法人の設立から始まって多くの合

理化すべき問題がある。住宅に例えれば老朽化が

激しく改造あるいはリホームすべき個所が多すぎ

る状態である。そこで改造は断念して新しい家に

造り直そうと言う考えである。この新築の家は二

階建のマンションにたとえるられる。 

 一階の部分には誰でも入居でき且つ、「準則主

義」という必要な書類さえ揃えれば誰でも登記で

きる方式である。ただし一階部分は原則課税の扱

いとなり会費、寄付金も課税対象になる。二階部

分に入居するには中立的な合議制委員会によって



公益性のあることを承認される必要があり、承認

されればあらためて非課税優遇措置を受けられる。 

 幸いなことに最近報道された新公益法人制度の

枠組みを見ると現行の公益法人は原則として「公

益性のある非営利法人」とみなす方針を決めたと

言われている。 

 ただ留意すべきは収益事業について課税される

ことである。公益法人の行う事業の収益、非収益

の判断は従来法人自身が実施してきたが、今回は

厳格な査定の対象になると考えられるので、相応

の対処が必要である。  

平成 1８年度中には新しい非営利法人制度が立

法化されるので日本技術士会は、新法の下、技術

士制度はいかにあるべきか、将来像を立案設計す

る必要がある。そして我々が実施する公益事業を

明確にすることが望まれる。 

４ 技術士制度の動向 

４．１ 公益の範囲と公益性 

 約五十年前技術士制度が制定されて世に紹介

された時は大変新鮮で、大勢の技術者に歓迎され

た事を想起する。それまで日本にはコンサルタン

ト・エンジ二ヤｰ或いは単にコンサルタントという

呼び名はなかったので多くの人に魅力のある職業

と迎えられた。 

 主務官庁により技術士試験、登録の事務手続き

が開始され、1980年代になって技術士法が改正さ

れ日本技術士会が主務官庁より事務処理を委託さ

れ実費弁償によって行われるようになった。典型

的な行政委託型公益法人としてその役割を果たし

てきた。 

 産業の成長につれてインフラの整備は著しく社

会の発展は予想を越えるほどで、一般にコンサル

タントの呼称はどこの業界にも浸透し、経験豊富

な技術者として評価されるように普及してきた。 

 一方技術士の英文名はコンサルタント・エンジ

二ヤ-の呼称に変えて、グローバルスタンダードに

対応するためプロフェッショナル・エンジニヤー

と呼ぶようになった。 

 一般に社会に貢献している公共事業は、義務教 

育、医療、交通、通信、治安、商工業などである。

公益事業は規模の上でそれ等には及ばないが、で

きるだけ多くの不特定多数の人々の利益を実現す

るものでなければならない。 

 技術士会については，技術士試験という受託業

務の実施だけでなく、技術士としての技術、知見、

倫理、順法精神に磨きをかけるための自己研鑽の

機会を今以上に提供する責務があると考える。 

そのことが才能のある技術士が世に迎えられ、公

益に役立つ成果をあげ、社会貢献の実績が評価さ

れ世間に広く認められてゆくものと信ずる． 

 

４. ２ 技術士の将来像 

 医者や弁護士の看板を見かけることは珍しくな

いが、技術士に関する掲示を街角で見たことはな

い又、職業別電話帳に個人事務所が掲載されてい

るのも微々たるものである。 

 大勢の技術士を抱えて内外に事業展開をしてい

るコンサルタント会社の隆盛は大いに祝福すべき

もので、技術士として職業評価がいつの日か医者

や弁護士と肩を並べる事を期待して元気ずけられ

る。 

 技術士会のホームページを見ると、『技術士へ

の相談のしかた』には概ね「なんでも相談してく

ださい、個人生活上の技術的問題の相談にも応じ

ます」と庶民を対象にして親切に記されており技

術士会のウエブ担当者の見識に敬意を表する。た

だすぐ後に、｢但し相談料が必要｣と記されている。 

 公益というものの具体的な姿を例示すれば、初

期相談は無料とすべきもので、「初期相談は無料

です、なんでも相談してください仕事の中身がは

っきりした契約の段階で、相談料をいただきます」

という発想が公益に大きく貢献し、技術士の評価

を高からしめるものと信じ敢えて提言する。 


